
地域貢献活動団体設立費助成金事業完了後の手続き

①事業完了（助成金申請に係る）

③確定通知の送付（市→団体）

④請求書（請求書兼委任状）の提出（団体→市）
※②と同時提出可、
概算払をしている場合は、残額分のみ

振込先の口座名義が請求者
（団体の代表者）と異なる場合
は、「請求書兼委任状」を利用

②地域貢献活動団体設立費助成金実績報告書（様式第4号）の提出
（団体→市）
【添付書類】
1 事業報告書
2 収支決算書
3 経費を支払ったことを証する書類（領収書等）
4 事業概要を確認することができる資料（写真等）

～初めて・過去に認定を受けた団体共通～


